
令和５年度　障がい福祉サービス事業所等に対する実地指導結果等の概況について

（１）実地指導実績

（２）指導件数等の推移

（２）監査実績

2

通報対応のため追加 3
同一拠点等の追加実施 3

予定変更 -4

計画達成率（C/B） 101.9%

未実施＆追加 数

計画率（B/A） 17.7%
実施率（C/A） 18.1%

30 0 0
581 103 105

計画相談支援 60 1 1
児童
福祉

障害児通所支援 126 29 26
障害児相談支援

障害者
総合
支援

障害福祉サービス（介護給付） 249 56 62
障害福祉サービス（訓練給付） 116 17 16

法 サービス種類 対象数（A） 計画数（B） 実績数（C）

【過去２年の指導件数】 ※１事業所あたりの平均指導件数

0.9件
障害児相談支援 0.0件 0.0件 2.3件 0.0件

計画相談支援 0.7件 1.0件 2.3件 0.0件
児童
福祉

障害児通所支援 0.3件 1.2件 1.5件

0.7件
障害福祉サービス（訓練給付） 0.7件 1.2件 1.5件 0.5件

障害者
総合
支援

障害福祉サービス（介護給付） 0.9件 0.6件 1.3件

法 サービス種類
口頭指導 文書指導

令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度

障害

法 サービス種類 処分等



（４）業務管理体制に関する一般検査

（３）集団指導実績

【実地指導と監査】
　　（１）実地指導と監査
　　（２）文書指導と改善報告
【実地指導結果からみた運営基準の留意点について】
　　（１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について
　　（２）障害者虐待防止の推進・身体拘束等の適正化の推進
　　（３）ハラスメント対策について
【実地指導結果からみた報酬基準の留意点について】
　　（１）身体拘束廃止未実施減算
　　（２）欠席時対応加算
【障害児通所支援事業について】
　　（１）人員基準と加配加算
　　（２）定員超過
【令和５年度で経過措置が終了する事項について】
　　（１）感染症対策の強化に係る取組みの義務化
　　（２）業務継続に向けた取組みの義務化
　　（３）車両送迎の安全管理の徹底
【その他】
　　（１）令和６年度からの減算規定について

R6.3.15
（13:00～14:30）

全事業者
（相談支援事業者含む）
（除　障害児通所支援事業
者，障害者支援施設，共同

生活援助）

R6.3.15
（15:30～17:00）

障害者支援施設
共同生活援助

障害

R6.3.15
（10:00～12:00）

障害児通所
支援事業所

法 実施日 対象 内容

上記のうち指導に至った法人数

上記のうち指導に至った法人数 0法人

障害
福祉

令和５年度一般検査完了　法人数 23法人
障害者総合支援法51条の３

2法人

令和５年度一般検査完了　法人数 6法人
児童福祉法第21条の5の27
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